
不 当 労 働 行 為 救 済 申 立 書

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日

徳 島 県 労 働 委 員 会 会 長 殿

申 立 人 ○ ○ 労 働 組 合

代 表 者 職 氏 名 執 行 委 員 長 ○ ○ ○ ○

電 話 ○ ○ ○ 局 ○ ○ ○ ○ 番

労 働 組 合 法 第 ７ 条 第 ○ 号 、 第 ○ 号 違 反 に つ い て 、 労 働 委 員 会 規 則

第 ３ ２ 条 に よ り 、 次 の と お り 申 し 立 て ま す 。

１ 当 事 者

申 住 所 又 は 所 在 地 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 地

立 氏 名 又 は 名 称 ○ ○ 労 働 組 合

人 代 表 者 職 氏 名 執 行 委 員 長 ○ ○ ○ ○

所 在 地 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 地

被

申 名 称 ○ ○ 株 式 会 社

立

人 代 表 者 職 氏 名 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○

２ 請 求 す る 救 済 の 内 容

使 用 者 の 不 当 労 働 行 為 を や め さ せ る た め 、 あ る い は 不 当 労 働 行 為 が

な か っ た 状 態 に 戻 す た め 、 使 用 者 に 対 し て 履 行 を 請 求 す る 行 為 の 内 容

を 、 具 体 的 か つ 明 確 簡 潔 に 、 箇 条 書 き で 、 次 の 要 領 に よ り 記 載 し て く

だ さ い 。



○ １ 号 関 係

被 申 立 人 は 、 申 立 人 ○ ○ ○ ○ に 対 す る 令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 付 け

の 解 雇 を 取 消 し 、 原 職 に 復 帰 さ せ 、 解 雇 か ら 原 職 復 帰 ま で の 間 、 同 人

が 受 け 取 る は ず で あ っ た 給 与 相 当 額 を 支 払 う こ と 。

○ ２ 号 関 係

被 申 立 人 は 、 令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 に 申 立 人 か ら 申 入 れ の あ っ た

○ ○ ○ ○ に 関 す る 団 体 交 渉 に 誠 意 を も っ て 応 ず る こ と 。

○ ３ 号 関 係

被 申 立 人 は 、 申 立 人 組 合 員 に 対 し 組 合 か ら の 脱 退 を 勧 誘 す る な ど し

て 組 合 運 営 に 支 配 介 入 し な い こ と 。

・ 被 申 立 人 は 、 命 令 交 付 後 ○ 日 以 内 に 、 下 記 の 文 言 を 縦 ○ ㎝ 、 横 ○ ㎝

の 白 色 木 板 に 明 瞭 に 墨 書 し 、 被 申 立 人 の 従 業 員 の 見 や す い 場 所 に ○

日 間 掲 示 す る こ と 。

記

当 社 が 、 貴 組 合 の 組 合 員 に 対 し 組 合 か ら の 脱 退 を 勧 誘 し た こ と は 、

不 当 労 働 行 為 で あ る と 、 徳 島 県 労 働 委 員 会 に お い て 認 定 さ れ ま し た 。

今 後 こ の よ う な 行 為 を 繰 り 返 さ な い こ と を 誓 約 い た し ま す 。

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

○ ○ 労 働 組 合

執 行 委 員 長 ○ ○ ○ ○ 殿

○ ○ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○



３ 不 当 労 働 行 為 を 構 成 す る 具 体 的 事 実

使 用 者 の 不 当 労 働 行 為 の 事 実 に つ い て 、 い つ 、 ど こ で 、 誰 が 誰 に 、

ど の よ う に 、 何 を し た と い う ふ う に 、 具 体 的 に 、 次 の 要 領 に よ り 記 載

し て く だ さ い 。

○ １ 号 関 係

解 雇 な ど の 処 分 の あ っ た 年 月 日 と そ の 理 由 並 び に 処 分 の 真 の 理 由 が

処 分 さ れ た 者 の 組 合 活 動 に 起 因 す る と い う こ と の 事 実

○ ２ 号 関 係

団 体 交 渉 の 交 渉 事 項 と 申 し 入 れ た 年 月 日 並 び に 使 用 者 が 団 体 交 渉 を

拒 否 し た 年 月 日 と 正 当 な 理 由 が な く 拒 否 さ れ た 事 実

○ ３ 号 関 係

使 用 者 が 労 働 組 合 の 弱 体 化 を 図 る な ど 、 組 合 運 営 に 対 し 、 支 配 介 入

し た 事 実

○ ４ 号 関 係

１ 号 関 係 を 参 考 に し て く だ さ い 。

■ 記 載 例

( 1 ) 申 立 人 組 合 は 、 ○ ○ ○ ○ ら が 中 心 と な っ て 、 令 和 ○ 年 ３ 月 ２ ２ 日 に

従 業 員 ７ ５ 名 で 結 成 し 、 ベ ー ス ア ッ プ を 要 求 す る こ と を 決 議 し た 。

( 2 ) 翌 日 の 朝 、 申 立 人 組 合 の 三 役 は 、 被 申 立 人 会 社 の 勤 労 課 長 に 会 い ベ

ー ス ア ッ プ の 要 求 書 を 手 渡 し た 。 席 上 、 勤 労 課 長 は 「 会 社 は 近 く 合 併

す る か も し れ な い 。 そ う な る と 組 合 に 入 っ て い る 者 は 、 合 併 後 は 、 採

用 さ れ な い か も 知 れ な い 。」 と 言 っ て 組 合 を 解 散 す る よ う に 強 要 し た

が 、 聞 き 入 れ な か っ た 。

( 3 ) ３ 月 ２ ４ 日 か ら 勤 労 課 長 は 、 組 合 員 に 組 合 三 役 に 言 っ た と 同 じ よ う

な こ と を 言 っ て 組 合 を 脱 退 す る よ う に 勧 め た 。 こ の た め 組 合 を 脱 退 す

る 者 が 続 出 し 、 組 合 員 は 4 月 1 日 現 在 ３ １ 名 と な っ た 。

( 4 ) 4 月 １ 日 組 合 執 行 委 員 長 ○ ○ ○ ○ を 成 績 不 良 を 理 由 に 解 雇 し た 。

以 上 の 諸 事 実 は 、 被 申 立 人 会 社 が 組 合 結 成 を 嫌 い 、 組 合 員 に 働 き か け て



組 合 脱 退 を 勧 め 、 勤 務 成 績 不 良 を 理 由 に 、 組 合 の 中 心 人 物 を 解 雇 し 、 こ

れ に よ っ て 、 申 立 人 組 合 の 破 滅 を 図 ろ う と す る も の で 、 労 働 組 合 法 第 ７

条 第 １ 号 、 第 ３ 号 に 該 当 す る 不 当 労 働 行 為 で あ る 。


